
【申込み・問合せ】
青森市男女共同参画プラザ「カダール」（青森市新町1-3-7 アウガ5階）
電話・ＦＡＸ・メールまたは直接ご来館ください
TEL：017-776-8800（平日9：00～18：00）FAX：017ｰ776ｰ8828
E-MAIL：kadar-kouza@kadar-acor.jp
(件名を「ハラスメント」とし、名前、電話番号をお知らせください)

２月２４日(水) １３:３０～１５:３０
青森市男女共同参画プラザ「カダール」 研修室

講師： 沼田 徹 弁護士(沼田法律事務所)

被害者にも、加害者にもなりたくない！

セクハラ・パワハラ…etc. 様々な 「ハラスメント」
が話題となり、ニュース等で取り上げられています。

改めて「ハラスメント」についての最新情報や正し
い知識を事例から学び、自分をどう守ればいいのか、
どう対処できるのかを学ぶ講座です。

青森市は平成30年4月1日「男女共同参画推進条例」を施行しました。平成8年10月22日には「男女共同参画都市」を宣言しています。
主催 青森市男女共同参画プラザ「カダール」（指定管理者：ＮＰＯ法人あおもり男女共同参画をすすめる会）

定員：５０人(申込順)

マスクの着用、手指の消毒、検温に
ご協力ください。



※名前

フリガナ

※電話番号

所属先

【「ハラスメントから自分を守る！」参加申込用紙】

【参加申込について】
電話・ＦＡＸ・メールまたは直接ご来館ください

青森市男女共同参画プラザ「カダール」
（青森市新町1-3-7 アウガ5階）

TEL：017-776-8800（平日9：00～18：00）
FAX：017ｰ776ｰ8828
E-MAIL：kadar-kouza@kadar-acor.jp
(件名を「ハラスメント」とし、名前、電話番号をお知らせください)

【参加にあたってのお願い】

＊必ずマスクを着用してご参加ください。
＊発熱や咳など 当日体調が優れない方は参加をご遠慮ください。
＊会場への入退室の際、手指の消毒をお願いします。
＊受付で検温を行います。
＊新型コロナウイルス感染状況により、 開催を見合わせる場合が
あります。ご了承ください。

※は必須記入項目です


